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令和７年度答申第９２号 

令和８年３月１３日  

 

諮問番号 令和７年度諮問第１３４号（令和８年１月６日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 労働保険料の認定決定等に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求については、審査庁において必要な調査検討が尽くされてい

ないから、本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当とはいえない。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、Ａ労働局労働保険特別会計歳入徴収官（以下「処分庁」という。）

が、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）に対し、労働保険の保険料

の徴収等に関する法律（昭和４４年法律第８４号。以下「徴収法」という。）

１９条４項の規定に基づく令和５年度労働保険料の額の決定及び徴収法２１条

１項の規定に基づく令和５年度の納付すべき労働保険料の額に係る追徴金を徴

収する決定並びに石綿による健康被害の救済に関する法律（平成１８年法律第

４号。以下「石綿被害救済法」という。）３８条１項において準用する徴収法

１９条４項の規定に基づく令和６年度の一般拠出金の額の決定（以下これらを

併せて「本件各決定」という。）をしたことから、審査請求人がこれらを不服

として審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令の定め 

（１）定義 
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ア 徴収法２条１項は、この法律において「労働保険」とは、労働者災害

補償保険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）

による労働者災害補償保険（以下「労災保険」という。）及び雇用保険

法（昭和４９年法律第１１６号）による雇用保険（以下「雇用保険」と

いう。）を総称すると規定する。 

イ 徴収法２条２項は、この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手

当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働

者に支払うものをいうと規定する。 

ウ 徴収法２条４項は、この法律において「保険年度」とは、４月１日か

ら翌年３月３１日までをいうと規定する。 

（２）保険関係の成立とその届出 

ア 徴収法３条は、労災保険法３条１項の適用事業（労働者を使用する事

業）の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき

労災保険に係る労働保険の保険関係（以下「保険関係」という。）が成

立する旨規定する（なお、労災保険法６条は、適用事業についての保険

関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる旨規定す

る。）。 

イ 徴収法４条は、雇用保険法５条１項の適用事業（労働者が雇用される

事業）の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につ

き雇用保険に係る保険関係が成立する旨規定する（なお、雇用保険法５

条２項は、適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、徴

収法の定めるところによると規定し、雇用保険法６条は、同条各号に掲

げる者（１週間の所定労働時間が２０時間未満である者など）について

は、この法律は適用しない旨規定する。）。 

ウ 徴収法４条の２第１項は、同法３条及び４条の規定により保険関係が

成立した事業の事業主は、その成立した日から１０日以内に、その成立

した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる

場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない

旨規定する。 

（３）労働保険料の納付の手続等 

ア 徴収法１０条１項は、政府は、労働保険の事業に要する費用に充てる

ため保険料を徴収すると規定し、同条２項は、前項の規定により徴収す

る保険料（以下「労働保険料」という。）は、次のとおりとすると規定
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し、同項１号は、一般保険料を掲げる。 

イ 徴収法１１条１項は、一般保険料の額は、賃金総額に一般保険料に係

る保険料率を乗じて得た額とする旨規定する。そして、上記の「賃金総

額」とは、事業主がその事業に使用する全ての労働者に支払う賃金の総

額をいうとされ（徴収法１１条２項）、上記の「一般保険料に係る保険

料率」とは、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあって

は労災保険率とするとされている（徴収法１２条１項２号）。 

ウ 徴収法１９条１項は、事業主は、保険年度ごとに、労働保険料（一般

保険料については、その保険年度に使用した全ての労働者に係る賃金総

額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数は、切り

捨てる。）に当該事業についての上記イの「一般保険料に係る保険料率」

を乗じて算定する（同項１号）。）の額その他厚生労働省令で定める事

項を記載した申告書を次の保険年度の６月１日から４０日以内に提出し

なければならない旨規定する。 

そして、徴収法１９条３項は、事業主は、納付した労働保険料がないと

きは前２項の労働保険料を上記申告書に添えて、有期事業以外の事業にあ

っては次の保険年度の６月１日から４０日以内（保険年度の中途に保険関

係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から５０日以内）

に納付しなければならない旨規定する。 

   エ 徴収法１９条４項は、政府は、事業主が上記申告書を提出しないときは、

労働保険料の額を決定し（以下政府が決定した労働保険料の額を「確定保

険料」という。）、これを事業主に通知する旨規定し、同条５項は、その

通知を受けた事業主は、納付した労働保険料がないときは、政府の決定し

た確定保険料をその通知を受けた日から１５日以内に納付しなければなら

ない旨規定する。 

オ 徴収法２１条１項本文は、政府は、事業主が徴収法１９条５項の規定

による確定保険料を納付しなければならない場合には、その納付すべき

額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数は、切り

捨てる。）に１００分の１０を乗じて得た額の追徴金を徴収する旨規定

する。 

カ 石綿被害救済法３８条１項は、徴収法１９条（１項２号及び３号並び

に２項２号及び３号を除く。）、２１条、２１条の２、２７条から３０

条まで、３７条、４１条から４３条まで、４５条の２及び附則１２条の
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規定は、一般拠出金について準用する旨規定する。 

（４）事務の所轄 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和４７年労働省令

第８号）１条１項１号は、徴収法の規定による労働保険に関する事務（以

下「労働保険関係事務」という。）は、還付金の還付に関する事務を除き、

事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う旨規定し、同条３項１

号は、労働保険関係事務のうち、労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収

に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別

会計歳入徴収官が行う旨規定する。 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件事案の経緯は以下のとおりである。 

（１）審査請求人は、飲食店「B」（以下「本件事業場」という。）の店長とし

て勤務していた令和ａ年ｂ月ｃ日、本件事業場において業務に従事してい

た労働者（以下「被災労働者」という。）３名を刃物で刺して負傷させた

（以下「本件災害」という。）。 

 （保険給付実地調査復命書（令和７年２月１０日復命）、面接録取書（令和

６年８月１５日付け）、第三者行為災害届（同年４月３日付け）、第三者

行為災害届（同年６月３日付け）、第三者行為災害届（同年９月３日付

け）） 

（２）本件災害について、被災労働者３名からＡ労働基準監督署長（以下「監

督署長」という。）宛て労災保険給付請求がなされたが、本件事業場は労

働保険の保険関係成立の手続がされていない事業場であったため、監督署

長は、調査において、審査請求人を事業主とする労働保険関係成立手続を

職権にて行うべきとした上で、令和７年２月２０日、本件災害を業務上の

災害と決定した。 

（保険給付実地調査復命書（令和７年２月１０日復命）、第三者行為災害届

（令和６年４月３日付け）、第三者行為災害届（同年６月３日付け）、第

三者行為災害届（同年９月３日付け）） 

（３）Ａ労働基準監督署（以下「本件監督署」という。）は、本件事業場にお

ける労働者全ての給与明細を収集することができなかったため、令和７年

３月１１日、収集できた給与明細を算定資料とした労働保険料算定基礎調

査を実施し、処分庁宛て進達した。 

 （保険給付実地調査復命書（令和７年３月１１日復命）、賃金集計表、労働
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保険料算定基礎調査書・認定決定決議書（令和４年度確定）（同日付

け）、労働保険料算定基礎調査書・認定決定決議書（令和５年度確定）

（同日付け）、労働保険料算定基礎調査書・認定決定決議書（令和６年度

確定）（同日付け）） 

（４）本件監督署は、職権により令和５年３月２６日まで遡及して労働保険関

係を成立させた。 

（保険関係成立届（令和７年３月２１日受付）） 

（５）処分庁は、令和７年３月２６日、上記（２）及び（３）の調査結果どお

り、審査請求人に対し、令和４年度確定保険料０円、令和５年度一般拠出

金０円、令和５年度確定保険料１５，６３６円、令和５年度確定保険料１

５，６３６円に伴う追徴金１，５００円、令和６年度一般拠出金１０４円、

令和６年度確定保険料０円、（令和６年４月１日以降で労働保険の保険関

係が成立していた期間がある場合の賃金総額に基づく）令和６年度一般拠

出金０円とする本件各決定を行った。 

 （保険給付実地調査復命書（令和７年３月１１日復命）、労働保険料算定基

礎調査書・認定決定決議書（令和４年度確定）（同日付け）、同通知書

（令和４年度確定）、労働保険料算定基礎調査書・認定決定決議書（令和

５年度確定）（同日付け）、同通知書（令和５年度確定）、労働保険料算

定基礎調査書・認定決定決議書（令和６年度確定）（同日付け）、同通知

書（令和６年度確定）） 

（６）審査請求人は、令和７年６月２５日（消印日）、審査庁に対し、本件各

決定を不服として審査請求をした。 

（審査請求書、補正書、審査請求書の副本、封筒） 

（７）審査庁は、令和８年１月６日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却す

べきであるとして本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

審査請求人は、本件事業場の店長として勤務していたが、その業務につい

ては実質的な事業主であるＣより指示を受けていたものである。審査請求人

は、店舗運営に関してほぼ一任されていたが、審査請求人の一存で全てを決

定していたものではなく、営業時間、経営方針及び従業員の雇用形態等に関

する指示を受けて対応していたものであり、給料に関しても、送付される明

細に基づき支払っていたものである。審査請求人は事業主ではないので、審
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査を求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

審査庁の判断は、おおむね以下のとおりである。 

１ 本件審査請求の論点は、審査請求人が労災保険法３条１項の適用事業の事

業主と認められるか、つまり、「事業」に係る権利義務について一定の権限

を与えられている「事業主」であるか否かについてである。 

２ 本件に関しては、以下の事実が認められる。 

（１）関係者への聴取等により、審査請求人が本件事業場の売上げを管理し、 

従業員へ支払う給与の管理も行い、給与明細も審査請求人から送付してい

たこと、さらに、審査請求人が出退勤の管理も行い、出勤日が決まってい

た日に休んだ従業員への「罰金」という名目での給料の減額についても、

減額の幅については審査請求人の裁量で決まっていたなど、審査請求人が、

完全に店舗管理を行っていた事実を認定している。 

また、調査時に審査請求人は「個人事業主のような感じで、それぞれの

店舗の売上げは店長が管理し、その売上げからスタッフへの給料を現金手

渡しで支払っていた」と個人事業主であったことを自認する旨の供述を行

っていることが認められ、審査請求書においても、店舗の運営については

ほぼ一任されていたと審査請求人が認めている。 

（２）本件事業場のフランチャイズ元となるＤ社は、本件事業場を含むフラン

チャイズ先の各店舗の店長はＤ社の職員ではなく、それぞれが事業主であ

り、フランチャイズ契約を締結し、店舗管理は完全に店長が行っており、D

社は店舗運営について全く関与していない旨陳述している。 

（３）本件監督署は、令和７年３月１１日、収集できた給与明細を算定資料と

した労働保険料算定基礎調査を実施し、処分庁は、同月２６日、審査請求

人に対し、本件各決定を行った。 

３ 判断 

（１）この点、上記２（１）及び（２）によれば、審査請求人は、本件事業場

の店舗管理を行っていること及び個人事業主であったことを自認する旨の

供述を行っている。 

（２）また、上記２（２）のとおり、連鎖化事業（当審査会注：いわゆるフラ

ンチャイズ事業。以下同じ。）等においては、経営に関する指導のほか、

営業時間、経営方針及び従業員の雇用形態といった基本的な事業経営の仕

組みについて、統一性を担保する目的で一定の制約を受けることは社会通
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念上、あり得るものと考えられ、審査請求人は、上記第１の３のとおり主

張を行っているが、この主張をもって審査請求人が被災労働者を使用する

事業主であったことを否定する余地はない。 

（３）以上から、処分庁が、審査請求人は事業主に該当するとの理由により、

本件各決定を行ったことにつき違法又は不当な点は認められない。 

４ 結論 

以上のとおり、本件各決定には違法又は不当な点は認められず、本件審査

請求には理由がないから、本件審査請求は、行政不服審査法（平成２６年法

律第６８号。以下「行審法」という。）４５条２項の規定により、棄却され

るべきである。 

第３ 当審査会の判断 

当審査会は、令和８年１月６日、審査庁から諮問を受け、同年２月５日及び

同年３月５日の計２回、調査審議をした。 

また、審査庁から、令和８年１月２７日、同月３０日及び同年２月１９日に、

主張書面及び資料の提出を受けた。 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

下記３で付言した点以外には、本件審査請求から本件諮問に至るまでの一

連の手続に特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件各決定の適法性及び妥当性について 

（１）徴収法３条は、「労災保険法第３条第１項の適用事業の事業主について

は、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険

の保険関係が成立する」と規定しており、ここでいう「事業主」とは、

「事業」についての法律上の権利義務の主体となるものをいう（労務行政

研究所編「労働保険徴収法 労働法コンメンタール１１［改訂１５版］」

（労務行政、２０２４年）１２８頁参照）。審査請求人は、自らは事業主

ではない旨主張していることから、本件審査請求の論点は、審査請求人が

労働保険法３条１項の適用事業の事業主と認められるか否かであるので、

以下検討する。 

（２）審査請求人の事業主該当性について 

ア 審査請求人は本件事業場の店長であった。 

イ 処分庁は、本件監督署の調査において、関係者への聴取等により、審

査請求人が完全に店舗管理を行っていたこと、審査請求人は「個人事業

主のような感じで、それぞれの店舗の売上げは店長が管理し、その売上
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げからスタッフへの給料を現金手渡しで支払っていた」と個人事業主で

あったことを自認する旨の供述を行っていること等を根拠に、審査請求

人が事業主であると判断しており、審理員及び審査庁も、上記処分庁の

判断のとおり認定する。 

確かに、本件監督署の調査における審査請求人を含めた関係者への聴取

等により、本件事業場では、従業員は店長である審査請求人の指示に従い、

飲食・接客業に従事していたこと、従業員の出勤日は審査請求人が決定し

て従業員に連絡していたこと、出勤が決まっていた日に休んだり遅刻した

りした従業員は、「罰金」という名目でその月の給料から減額されていた

こと、従業員への給料は「報酬」という名目で支払われており、時給制で、

その単価は従業員ごとに異なっていたこと、従業員は審査請求人より、同

業他店で働くことは禁止である旨を伝えられていたことは認められる。ま

た、調査において、審査請求人が「個人事業主のような感じで、それぞれ

の店舗の売上げは店長が管理し、その売上げからスタッフへの給料を現金

手渡しで支払っていた」旨供述していることも認められる。 

しかし、「罰金」という名目での減額が審査請求人の裁量で決定されて

いたとする供述をしているのは被災労働者のEのみであり、その他の被災

労働者はそのような供述はしていないし、審査請求人の裁量で決定してい

たという事実を裏付ける客観的資料も見当たらない。また、「報酬」につ

いて、審査請求人は、反論書において、独断で決定していたものではなく、

単価に変動がある場合は、裏方スタッフやオーナーのみが参加しているＬ

ＩＮＥグループにその旨を投稿し、何も言われなければ変動を反映させて

いたと主張しているが、当該ＬＩＮＥグループの存在や内容について、調

査検討した形跡も見られない。 

そもそも、反論書において、審査請求人は、業務形態について個人事業

主であると自認する意図はなかったこと、聴取当時、どのような形態と表

現してよいか断定できなかったことから上記のとおり供述した旨を述べて

いる。また、審査請求人の刑事裁判を担当した弁護士も、審査請求人所属

の事業場について調べているが実態をつかめておらず、事業場について調

査を進めていることや本社がFにあるD社であり、代表者はＣという人間

であるということは判明している旨を供述している。そして、店長代理G

も、聴取において、事業場の組織形態や労務関係につき、詳しく答えられ

ない旨供述している。 
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なお、処分庁は調査の過程で検察庁から、公判が終了し、確定したら事

件記録の提出は可能である旨の回答を得ているが、処分庁においても、審

理員及び審査庁においても、当該事件記録の提出を受けて調査検討した形

跡は見られないし、担当弁護士に対して、その後の調査結果について照会

し、調査検討した形跡も見られない。 

ウ 処分庁は、審査請求人の「実質的な事業主である他者から営業時間や

方針、従業員の雇用形態の指示を受けていた」との主張に対し、連鎖化

事業などにおいては、経営に関する指導のほか、営業時間や経営方針、

従業員の雇用形態といった基本的な事業経営の仕組みについて、統一性

を担保する目的で一定の制約を受けることは社会通念上、あり得るもの

であり、この主張をもって審査請求人が事業主であったことを否定する

余地はないと主張し、審理員及び審査庁も同様の判断を示している。 

    しかし、フランチャイズ契約だとする供述をしたのはD社のHのみであ

り、そのHもフランチャイズ契約書の提出をしないまま、連絡が取れなく

なっている。 

他方、「労災保険についてのご連絡」（令和６年９月２７日付け）によ

れば、本件監督署はD社に対して保険関係成立届等を送付していることか

ら、この時点では、処分庁はD社を事業主とみて手続を進めていると考え

られる。この点について審査庁に照会したところ、調査の過程において事

業の実態確認を進めていた中、D社が事業主として保険関係成立手続を行

うことも想定されたため、案内文書を送付したものであり、最終的に、審

査請求人との面接録取書（令和６年８月１５日付け）や被災労働者３名か

らの聴取書、店舗関係者であるG、H及びＩからの録取書のほか各種調査

資料により、審査請求人を個人事業主と判断した旨の回答があった（審査

庁主張書面（令和８年２月１９日付け））。 

しかし、各種調査資料とは具体的に何を指すのか明らかでなく、また、

店舗関係者である店長代理Gは、聴取において、事業場の組織形態や労務

関係について詳しく答えられない、給料はFの本社から支払われていた旨

供述し、店舗関係者であるD社のHはロイヤリティを支払ってもらってい

る旨供述している。また、反論書において審査請求人は、Hが何らかの

「名義人」であること、売上げの残りはオーナーが回収に来ていること、

審査請求人の給料はＣが決定していたことなどを主張している。このよう

に、本件事業場の組織形態等の実態が明らかになっているとはいえない状
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況であるところ、これらについて調査をした形跡は見当たらない。なお、

審理員及び審査庁は「本件フランチャイズ元となるD社は、本件事業場を

含むフランチャイズ先の各店舗の店長はD社の職員ではなく、それぞれが

事業主であり、フランチャイズ契約を締結し、店舗管理は完全に店長が行

っており、D社は店舗運営について全く関与していない旨陳述している」

ということを認定しているが、それは飽くまでHのそのような供述が存在

することそれ自体を認定したにすぎない。また、そのH供述の信用性につ

いてどのように判断したのか審査庁に照会したところ、Hと連絡が取れな

くなっているから、信用性の評価を行うまでに至っていないとの回答があ

った（審査庁主張書面（令和８年２月１９日付け））。 

審理員は、フランチャイズ契約であると明確に判断しておらず、審査請

求人が事業主であると判断するために追加の証拠を収集するなど、必要な

調査検討をした形跡は見当たらない。審査庁についても同様である。 

エ 本件事業場の営業に当たり、飲食店営業許可、風俗営業第一号許可及

び深夜酒類提供飲食店営業開始届出などの手続が必要となると思われる

が、当該許可や届出に係る書類について、保健所や県公安委員会等に対

し照会するなどして申請の名義人等を調査したのか審査庁に照会したと

ころ、実態として、被災労働者を使用していた人物は誰であったかとい

う点に基づき判断する必要があるため、そのような調査は行っていない

との回答があった（審査庁主張書面（令和８年２月１９日付け））。 

しかし、当該手続書類には申請者、届出者の氏名や住所等が記載されて

いると思われ、それらは本件事業場における事業についての法律上の権利

義務の主体に係る判断に資することになるとも考えられる。 

この点についても、処分庁及び審理員は、審査請求人が事業主であると

判断するために追加の証拠を収集するなど、必要な調査検討をした形跡は

見当たらない。審査庁についても同様である。 

オ このように、他の検討材料の内容によっては審査請求人の事業主該当

性についての判断が変わり得る可能性を示唆する供述や資料が存在し、

審査請求人が事業主ではない可能性も否定できないことから、一件記録

からは、審査請求人が、本件事業場における事業についての法律上の権

利義務の主体であり、事業主であったと判断することは困難であるとい

わざるを得ない。 

（３）以上によれば、審査庁は、審査請求人の事業主該当性について必要な調
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査検討を尽くしていないといわざるを得ず、本件各決定は、調査不十分な

まま、審査請求人を事業主と認定しており、このような審査庁の判断は、

妥当とはいえない。 

３ 付言 

（１）審理員意見書においては、「認定した事実ごとに認定の根拠とした資料

（事件記録等）の該当箇所を示すなどして、認定した事実とその裏付けと

なる資料との関係を明らかにすることに留意する。」とされている（総務

省行政管理局「行政不服審査法事務取扱ガイドライン（令和４年６月）」

１０３頁及び同マニュアル〔様式編〕様式例第７４号参照）。これは、諮

問説明書においても同様である（「行政不服審査会への諮問等に関する留

意事項について」（令和５年４月３日付け事務連絡）の別添１「諮問説明

書の記載例及び関係書類の添付について」３参照）。 

このような観点から、本件の審理員意見書及び諮問説明書の記載をみる

と、審査請求人が事業主であるとの事実認定について、関係資料として令

和７年２月１０日付け保険給付実地調査復命書を挙げている。しかし、復

命書は関係者らの聴取結果等を踏まえ担当調査官が作成したものであり、

審理員意見書及び諮問説明書には認定した事実ごとに当該復命書の記載を

裏付ける証拠書類を明らかにして記載することが求められているところ、

本件ではそれらの記載がない。なお、本件諮問の際に提出された事件記録

には、当該復命書の記載を裏付ける証拠書類の多くが含まれていなかった

ことから、当審査会は、それらの提出を新たに求める必要があった。これ

らの証拠書類は、当然諮問に当たり事件記録として提出されるべきもので

ある。 

このように、本件の審理員意見書及び諮問説明書の記載は不十分である

というほかないから、審査庁においては、諮問をする際には、審理員意見

書及び諮問説明書において、認定した事実ごとに認定の根拠とした資料

（事件記録等）の該当箇所を示すなどして、認定した事実とその裏付けと

なる資料との関係を明らかにすること及び事件記録に漏れがないかどうか

を十分に確認するよう留意されたい。 

（２）審理手続について、上記ガイドラインは「審理手続の実施に当たっては、

処分等が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かについても必

要な審理を行う。」旨記載しており、具体例として、「審理関係人の主張

している事実については、それを証明する根拠の有無についても調査を行
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う。」、「審理の範囲については、審査請求人が主張する審査請求の理由

に限られず、当該処分の当否を判断するために必要な範囲全般に及ぶもの

であり、審査請求人が主張していない点についても、必要に応じ、職権に

より調査を行う［最高裁昭和２９年１０月１４日第１小法廷判決・民集８

巻１０号１８５８頁］」（「行政不服審査法事務取扱ガイドライン（令和

４年６月）」４２頁）と示している。 

本件では、争点である事業主該当性を判断するに際し、審理員及び審査

庁は、処分庁の認定した事実について、復命書及び審査請求書を基にその

判断を是認するが、審査庁から当審査会に追加提出された上記添付書類を

精査したところ、認定した事実との整合性に疑義がある記載が複数認めら

れた。そのため、どのような調査検討を行ったのか、審査庁に照会したと

ころ、処分庁や審査請求人から提出のあった資料を基に判断すべきという

認識であったため、資料提供請求は行っていないとの回答であった（審査

庁主張書面（令和８年２月１９日付け））。 

しかし、上記のとおり、審理の範囲は当該処分の当否を判断するために

必要な範囲全般に及ぶのであり、審理関係人の主張する事実については、

それを証明する根拠の有無についても調査を行うことや、必要に応じ職権

により調査し、根拠の信用性について多角的に検討を行うことなどが求め

られている。審理員は、今後、審理に当たっては、審理関係人の主張する

事実を証明する根拠の有無、特に処分庁が認定した事実と異なる事実を示

す資料がある場合には、判断の根拠となる客観的資料を確認し、当該処分

の適法性及び妥当性について漏れなく検討する必要があるし、審査庁はこ

れらについて諮問説明書に漏れなく記載する必要がある。 

（３）本件では、処分庁が決定した労働保険料額等の妥当性について、審理員

意見書において検討されておらず、諮問説明書においても説明されていな

い。その理由について審査庁に照会したところ、審査庁は、本件は審査請

求人が事業主であるか否かが論点であるため、労働保険料額等の妥当性に

ついて、審理員意見書において検討せず、諮問説明書への記載も不要と判

断したとの回答であった（審査庁主張書面（令和８年１月２７日受付））。 

しかしながら、審理手続においては、処分全体の適法性及び妥当性を検

討する必要があるところ、労働保険料額等の決定の適法性及び妥当性を検

討するに当たっては、事業主に該当すると判断した以上、労働保険料額等

の適正性も検討しなければならないから、本件の審理は、審理員及び審査
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庁が本来すべき調査検討を尽くしていないといわざるを得ない。 

今後は、審理員は、処分の適法性及び妥当性について漏れなく検討する

必要があるし、審査庁は、これらについて諮問説明書に漏れなく記載する

必要がある。 

４ まとめ 

以上によれば、本件審査請求については、審査庁において必要な調査検討

が尽くされていないから、本件審査請求は理由がないから棄却すべきである

との諮問に係る審査庁の判断は、妥当とはいえない。 

よって、結論記載のとおり答申する。 
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